
令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間の

新築住宅引渡戸数が0件の事業者の方への大切なお知らせ

１ 令和元年１０月１日から令和２年３月3１日までの間に保険契約を締結
して引き渡した新築住宅の戸数が０件の事業者の方には、チラシ以外に、
①届出手続の流れの説明資料（A4カラー両面印刷）、②保険契約締結証
明書が同封されています。

今回送付物・届出手続の準備

送付物① 届出手続の流れの説明資料 送付物② 保険契約締結証明書

令和元年１０月１日から
令和２年３月３１日までの
間に新築住宅引渡戸数が0
件の事業者の方の場合、
【0件】と記載されていま
す。

戸数が違う場合には、保
険契約締結証明書を再発行
する必要があります。保険
法人へ至急連絡して下さい。

２ 基準日における届出手続に必要な書類は「届出書」のみです。届出書の記
載方法は裏面をご覧下さい。

届出手続に必要な書類

※ 保険契約締結証明書【明細】は同封されていませんのでご注意下さい。

今回基準日の１０年前
（H2２.４.1）

事業者Ｂ・事業者Ｃ
だけでなく、事業者
Ａも今回基準日にお
ける届出手続が必要
です

事業者B

事業者C

事業者A

注意

※ 住宅瑕疵担保履行法では、過去10年間に引き渡した新築住宅の累計件数を算定することが必要です。このため平成2
２年４月1日以降に新築住宅を引き渡した事業者は、その後に引き渡した新築住宅の戸数が0件であっても、継続して届
出手続を行うことが必要です。（累計件数は許可・免許行政庁で算定します。）

今回今回基準日
（Ｒ2.3.３1）

前回基準日
（R１.9.3０）

平成２２年４月１日から前回基準日（令和元年９月３
０日）までの間に新築住宅の引渡あり

平成２２年４月１日から前回基準日（令和元年９月３
０日）までの間に新築住宅の引渡なし

新築住宅
引渡なし

新築住宅
引渡あり

平成２２年４月１日から前回基準日（令和元年９月３
０日）までの間に新築住宅の引渡あり

令和元年10月1日から令和2年3月31日までの間の新築住宅引渡戸数が0件

であっても、基準日※における届出手続は必要です！

新築住宅
引渡あり

※今回の基準日は令和2年3月31日（届出手続期間：令和2年4月1日から4月21日）です。



平成３１年４月１日から令和元年９月３０日までの間の

新築住宅引渡戸数が0件の事業者の方への大切なお知らせ 裏面

３
届出書の作成

届出書は、建設業者と宅地建物取引業者それぞれ以下の書類となります。

①建設業者の方の場合
「住宅建設瑕疵担保保証金の供託および住宅建設瑕疵担保責任保険契約の
締結の状況についての届出書」（左上に「第一号様式＜第五条関係＞」と
記載のある書類です。）

②宅地建物取引業者の方の場合
「住宅販売瑕疵担保保証金の供託および住宅販売瑕疵担保責任保険契約の
締結の状況についての届出書」（左上に「第七号様式＜第十六条関係＞」
と記載のある書類です。）

届出書の様式については、国土交通省中国地方整備局のホームページ
（http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/kensetu09_6.htm）
からダウンロードして入手して下さい。

記入する日付を記載

自社の情報を記載

許可・免許行政庁

令和２年３月３１日

空欄

「0」と記載

「0」と記載

届出書を令和２年４月2１日までに建設業許可を受けた行政庁（建設業者の場合）また
は宅地建物取引業免許を受けた行政庁（宅地建物取引業者の場合）に提出して下さい。県
知事許可業者・免許業者は県へ提出のこと。

届出書の提出

４

※ 令和元年１０月１日から令和２年３月３１日の間に保険契約を締結して引き渡した新築住宅の戸数が０件の事業者で
あっても、その間に新築住宅を引き渡し、保証金を供託している事業者は届出手続が必要となります。この場合の届出
書の記載方法については、国土交通省中国地方整備局のホームページ http://www.cgr.mlit.go.jpをご覧ください。

令和２年４月○日

今回は令和２年３月３１日
と記載して下さい。

国土交通大臣（ ）第○○号

中国地方整備局長 殿

http://www.cgr.mlit.go.jp/chiki/kensei/kensetu/kensetu09_6.htm
http://www.cgr.mlit.go.jp/
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